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津幡町第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画 

 

第１章 障害福祉計画の策定について 

 

 

１ 計画の法令の根拠及び趣旨   

  津幡町第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画（以下、「本計画」という。）

は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下、「障害

者総合支援法」という。）第 88 条に基づき、国の定める基本指針（令和５年こども

家庭庁・厚生労働省告示第 1 号）に即して、障害者等の地域生活を支援するための

サービス基盤整備等に係る 202６年度末の目標を設定するとともに、202４年度

から 202６年度までの各年度のサービス需要を見込み、サービスの提供体制の確保

や推進のための取り組みを定めるものです。 

 

 

 

２ 基本理念   

共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に

配慮するとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつ

つ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本とします。 

 

 

 

３ 計画の期間   

  市町村障害福祉計画は３年ごとの計画策定が国の定める基本指針により定められ

ていますので、本計画は２０２４年度から２０２６年度までの３年間とします。 

 

2021
年
度 

2022
年
度 

2023
年
度 

2024
年
度 

2025
年
度 

2026
年
度 

障害者福祉計画２０２１ 

第６期障害福祉計画 

第２期障害児福祉計画 

第７期障害福祉計画 

第３期障害児福祉計画 
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４ 計画の位置づけ   

  本計画は、国及び石川県の計画との整合性を図りながら、津幡町総合計画に即し

た「津幡町地域福祉計画」及びその障害者福祉分野計画である「津幡町障害者福祉

計画(障害者基本法に基づく市町村障害者計画)」等との整合を考慮し、策定するも

のです。 

 

 

 

５ 計画の達成状況の調査、分析及び評価   

各年度の実績に基づき計画の達成状況の調査、分析及び評価を行い、必要がある

と認めるときは、障害福祉計画の変更及びその他の必要な措置を講ずるものとしま

す。中間評価の際には、津幡町障害者地域自立支援協議会の意見を聴くとともに点

検及び評価を行います。 

環境関連

教育関連

都市整備関連

防災・情報関連

その他

社会福祉協議会

津幡町地域福祉活動計画

津 幡 町 総 合 計 画

津幡町地域福祉計画 その他関連計画

高
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第２章　障害のある人の現状及び推計

1,186 1,154 1,159 1,143 1,128 1,113 1,098

270 276 282 286 289 292 295

223 233 257 284 310 336 362

259

1,205

１　総人口の推計

2　障害者手帳所持者数の推移及び推計

2018年

（各年3月31日現在）　【単位：人】

2020年

　計画期間における津幡町の総人口の推計は、緩やかな減少傾向になると予測されます。年代区分別でみると、0～14歳、
15～64歳の人口は、減少傾向になると予測される一方、65歳以上の人口は年々増加傾向にあり、高齢化率は上昇していく
と予測されます。

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者
保健福祉手帳

2019年 2022年 2023年2021年 2024年 2025年 2026年

235

276

1,174

193

5,128 5,054 5,060 4,995 4,937 4,824 4,714 4,606 4,535

22,757 22,699 22,842 22,614 22,547 22,397 22,248 22,100 21,831

8,705 8,812 9,055 9,188 9,287 9,426 9,567 9,710 9,881

36,799 36,774 36,957 36,982 36,956 36,832 36,714 36,601 36,432
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単位：人

単位：人
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■年齢別内訳

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

18歳未満 25 25 27 22 23 21

18～64歳 347 329 325 310 293 294

65歳以上 833 832 822 822 843 828

合計 1,205 1,186 1,174 1,154 1,159 1,143

■等級別内訳

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

1級 397 379 375 385 391 389

2級 171 171 176 179 177 165

3級 308 301 291 271 273 272

4級 246 249 246 235 236 234

5級 46 48 45 43 40 41

6級 37 38 41 41 42 42

合計 1,205 1,186 1,174 1,154 1,159 1,143

（参考）

■障害別内訳

1級

2級

3級

4級

5級

6級

合計

　年齢区分別にみると、18歳未満、18歳から64歳、65歳以上はいずれも緩やかな減少傾向にあります。また、等級別
でみると6級が増加傾向で、1級、2級、3級、4級及び5級が減少傾向にあります。

（令和5年3月31日現在）【単位：人】

165
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93

1

290

1,143
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41
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272

0
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151
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15
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8

15

84

20

0

21

17
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0

３　身体障害者手帳所持者数（年齢別、等級別）

（各年3月31日現在）【単位：人】

（各年3月31日現在）【単位：人】

計内部肢体不自由
音声言語
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2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

18歳未満 38 47 57 56 57 55

18歳以上 188 191 189 191 197 200

65歳以上 33 32 30 29 28 31

合計 259 270 276 276 282 286

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

1級 11 8 12 15 15 15

2級 155 187 192 190 215 244

3級 27 28 31 28 27 25

合計 193 223 235 233 257 284

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

交付者数 328 321 335 367 353 352

（各年3月31日現在）　【単位：人】

（各年3月31日現在）　【単位：人】

（各年3月31日現在）　【単位：人】

５　精神障害者保健福祉手帳所持者数（等級別）

４　療育手帳所持者数（年齢別）

６　特定医療費（指定難病）受給者証交付者数

　年齢区分別にみると、18歳未満は令和2年までは増加傾向にありましたが、近年はほぼ横ばいです。また、18歳以上は増加傾向
にありますが、65歳以上は近年、緩やかな減少傾向にあります。
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第３章 障害福祉サービス及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る成果目標 

 

 

障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応する

ため、必要な障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標とし

て、次に掲げる事項に係る目標を設定します。 

 

１ 施設入所者の地域生活への移行  

 

年度末時点入所者数 【目標値】 【目標値】 

目標値設定に当たっての考え方 
2022 年度 2026 年度 削減見込 

地域生活 

移行者数 

35 人 33 人 ２人 ３人 

目標値の設定に関しては、国の指針を踏ま

え、次のように設定します。 

・削減見込については 2022 年度末の施設

入所者数の 5％（国指針 5％以上）に設定し

ます。 

・地域生活移行者数は、2022 年度末の施設

入所者数の 6％（国指針 6％以上）に設定し

ます。 

 

２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  

【目標値】 

2026 年度末 
目標値設定に当たっての考え方 

年４回以上の開催 

保健、医療、福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による

支援体制を構築するため、協議の場を年４回以上開催し、課題の解決を図

ります。 

 

３ 地域生活支援の充実  

【目標値】 

2026 年度末 
目標値設定に当たっての考え方 

年１回以上の検証

及び検討 

国の指針（2026 年度末までの間、各市町村又は各圏域に 1 つ以上の

地域生活支援拠点を確保しつつ、その機能の充実のため、年 1 回以上運用

状況を検証及び検討すること）を踏まえ、年 1 回以上の運用状況を検証及

び検討します。 
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体制整備 

国の指針（2026 年度末までの間、各市町村又は各圏域において、強度

行動障害を有する者に関する状況や支援ニーズを把握し、支援体制の整備

を進めること）を踏まえ、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進

めます。 

 

４ 福祉施設から一般就労への移行等  

 
2021 年度 

【目標値】 

2026 年度 
目標値設定に当たっての考え方 

一般就労移行者数 3 人 4 人 

目標値の設定に関しては、国の指針を踏まえ、

次のように設定します。 

・一般就労移行者数については 2021 年度の一

般就労への移行実績の 1.28 倍（国指針 1.28 倍

以上）で設定します。 

就労移行支援事

業を通じた一般

就労移行者数 2 人 ３人 

目標値の設定に関しては、国の指針を踏まえ、

次のように設定します。 

・就労移行支援を通じた一般就労移行者数は、

2021 年度の実績の 1.31 倍（国指針 1.31 倍以

上）で設定します。 

就労移行率５割

以上の就労定着

支援事業所割合 
 ５割以上 

目標値の設定に関しては、国の指針を踏まえ、

次のように設定します。 

・就労移行支援事業所のうち、就労移行率が５割

以上の事業所を全体の５割以上に設定します。 

就労継続支援Ａ

型事業を通じた

一般就労移行者数 0 人 1 人 

目標値の設定に関しては、国の指針を踏まえ、

次のように設定します。 

・就労継続支援Ａ型を通じた一般就労移行者数

は、2021 年度の実績の 1.29 倍（国指針 1.29

倍以上）で設定します。 

就労継続支援Ｂ

型事業を通じた

一般就労移行者数 1 人 ２人 

目標値の設定に関しては、国の指針を踏まえ、

次のように設定します。 

・就労継続支援Ｂ型を通じた一般就労移行者数

は、2021 年度の実績の 1.28 倍（国指針 1.28

倍以上）で設定します。 

就労定着支援事

業の利用者数 

４人 ６人 

目標値の設定に関しては、国の指針を踏まえ、

次のように設定します。 

・就労定着支援事業の利用者数は、2021 年度の

実績の 1.41 倍（国指針 1.41 倍以上）で設定し

ます。 

就労定着率７割

以上の就労定着

支援事業所割合  
２割５分 

以上 

目標値の設定に関しては、国の指針を踏まえ、

次のように設定します。 

・就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割

以上の事業所を全体の２割５分以上に設定しま

す。 
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５ 障害児支援の提供体制の整備等  

 

（１）児童発達支援センターの設置 

【目標値】 

2026 年度末 
目標値設定に当たっての考え方 

設置 

国の指針（2026 年度末までに、各市町村に少なくとも１か所設

置する。圏域での設置であっても差し支えない。）を踏まえ、引き

続き町内及び近隣市町の事業所と連携し、重層的な地域支援体制の

整備に努めるとともに、町内での設置を検討します。 

 

（２）障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進体制の構築 

【目標値】 

2026 年度末 
目標値設定に当たっての考え方 

体制確保 

国の指針（2026 年度末までに、全ての市町村において、障害児

の地域社会への参加・包容を推進する体制を構築することを基本と

する。）を踏まえ、町内及び近隣市町の事業所と連携し、保育所等

訪問支援等を活用しながら、推進体制を構築します。 

 

（３）主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所 

【目標値】 

2026 年度末 
目標値設定に当たっての考え方 

1 か所以上確保 

国の指針（2026 年度末までに、各市町村に少なくとも 1 か所

以上確保することを基本とする。圏域での確保であっても差し支え

ない。）を踏まえ、引き続き町内及び近隣市町の事業所と連携し、

町内及び圏域での提供体制の充実に努めます。 

 

（４）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 

【目標値】 

2026 年度末 
目標値設定に当たっての考え方 

配置 

国の指針（2026 年度末までに、各市町村において、保健、医

療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議

の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーター

を配置する。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府

県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない。）を

踏まえ、各分野の関係機関との連携を図りながら協議の場を設け、

コーディネーターの配置に努めます。 



9 

 

６ 相談支援体制の充実・強化等  

【目標値】 

2026 年度末 
目標値設定に当たっての考え方 

設置 

国の指針（202６年度末までに、各市町村において、基幹相談支

援センターを設置するとともに、地域の相談支援体制の強化を図る

体制を確保する。複数市町村による共同設置可。）を踏まえ、総合

的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の

緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設

置し、地域の相談支援体制の強化に努めます。 

体制確保 

国の指針（各市町村において、個別事例の検討を通じた地域サー

ビス基盤の開発・改善等を行う取組を行うために必要な協議会の体

制を確保する。）を踏まえ、障害者地域自立支援協議会において、

地域の障害者の個別事例等を通じて明らかになった地域の課題を共

有し、その課題を踏まえて地域における障害者の支援体制の整備に

つなげていく取組を進めていく体制を確保します。 

 

７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  

【目標値】 

2026 年度末 
目標値設定に当たっての考え方 

体制確保 

国の指針（2026 年度末までに、障害福祉サービスの質を向上さ

せるための取組に係る体制を構築する。）を踏まえ、県が実施する

障害福祉サービス等に係る各種研修を活用し、関係機関とその内容

を共有し、引き続き障害福祉サービス等の質を向上させるための取

組の実施体制を構築します。 

体制確保 

国の指針（2026 年度末までに、障害者自立支援審査支払等シス

テムによる審査結果の共有体制を構築する。）を踏まえ、審査結果

を分析して、その結果を活用し、関係事業所と共有するための取組

の実施体制を構築します。 
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第４章 障害福祉サービス等の見込み量（活動指標） 

 

１．介護給付費・訓練等給付費等、障害児通所支援等の見込み 
 

（１）訪問系サービス 

計画の実績及び見込み量 

区  分 単位 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

・居宅介護 

・重度訪問介護 

・同行援護 

・行動援護 

・重度障害者

等包括支援 

利用者数 

［人/月］ 
23 2５ 27 29 31 33 

利用時間 

［時間/月］ 
202 214 212 243 260 276 

※利用者数［人/月］＝1 月当たりの平均サービス利用者数 

※利用時間［時間/月］＝「月間の利用人員」×「１人の月間平均利用時間」 

 

     

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

居宅介護、同行援護、行動援護については

近年の実績、障害者手帳所持者数等を勘案し、

利用者数及び利用時間を見込んでいます。 

障害のある人とその家族が安心して暮らせ

るよう福祉サービスを継続して実施するとと

もに、さらなる充実に努めます。 

 

（２）日中活動系サービス 

 

計画の実績及び見込み量 

区  分 単位 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

生活介護 

利用者数 

［人/月］ 
70 73 73 74 75 76 

利用日数 

［日/月］ 
1,387 1,399 1,401 1,434 1,454 1,473 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用者数 

［人/月］ 
0 0 0 1 1 1 

利用日数 

［日/月］ 
0 0 0 13 13 13 

自立訓練 

（生活訓練） 

利用者数 

［人/月］ 
5 2 3 3 3 3 

利用日数 

［日/月］ 
85 26 46 47 47 47 
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就労選択支援 

利用者数 

［人/月］ 
― ― ― ― １ １ 

利用日数 

［日/月］ 
― ― ― ― 12 12 

就労移行支援 

利用者数 

［人/月］ 
7 8 9 10 11 12 

利用日数 

［日/月］ 
115 132 124 155 170 185 

就労継続支援

（Ａ型） 

利用者数 

［人/月］ 
49 51 51 52 53 54 

利用日数 

［日/月］ 
976 1,007 1,049 1,044 1,064 1,084 

就労継続支援

（Ｂ型） 

利用者数 

［人/月］ 
104 104 110 113 116 119 

利用日数 

［日/月］ 
1,748 1,698 1,822 1,872 1,921 1,971 

就労定着支援 
利用者数 

［人/月］ 
4 5 4 4 5 6 

療養介護 
利用者数 

［人/月］ 
11 11 11 11 11 11 

短期入所 

（福祉型） 

利用者数 

［人/月］ 
11 11 15 17 18 19 

利用日数 

［日/月］ 
68 54 117 110 116 123 

短期入所 

（医療型） 

利用者数

［人/月］ 
1 1 1 2 2 2 

利用日数

［日/月］ 
3 3 6 8 8 8 

 
※利用者数［人/月］＝1 月当たりの平均サービス利用者数 

※利用日数［日/月］＝「月間の利用人員」×「１人の月間平均利用日数」 

 

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

近年の実績、障害者手帳所持者数等を勘

案し、利用者数及び利用量を見込んでいま

す。 

就労移行支援、就労継続支援Ａ型及び就

労継続支援Ｂ型は、国指針に基づくサービ

ス利用者の一般就労移行の増加を見込んで

います。 

障害のある人の状態や希望に合わせて選択

できるよう必要量を見込み、日中活動の場の

整備に努めます。  
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（３）居住支援・施設系サービス 
 
計画の実績及び見込み量 

区  分 単位 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

自立生活援助 
利用者数 

［人/月］ 
0 0 0 1 1 1 

共同生活援助 

（グループホーム） 

利用者数 

［人/月］ 
46 49 53 56 59 62 

施設入所支援 
利用者数 

［人/月］ 
34 35 34 34 34 33 

※利用者数［人/月］＝1 月当たりの平均サービス利用者数                    

 

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

共同生活援助は利用者数、ニーズ、地域移行

者で利用が見込まれる者の数等を勘案して見込

んでいます。 

国指針に基づき、2026 年度末の施設入所者

数が2022年度末時点から5％以上削減するよ

う見込んでいます。 

地域移行支援や親元からの自立等に当たっ

て、共同生活援助等の障害福祉サービスが利用

できるように、障害のある人の住まいの確保に

努めます。 

 

（４）相談支援 

 

計画の実績及び見込み量 

区分 単位 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

計画相談支援 
利用者数 

［人/月］ 
65 69 79 84 90 96 

地域移行支援 
利用者数 

［人/月］ 
0 0 0 1 1 1 

地域定着支援 
利用者数 

［人/月］ 
0 1 1 1 1 1 

※利用者数［人/月］＝1 月当たりの平均サービス利用者数 

 

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

計画相談支援はサービス利用者数の推移等を

勘案して利用者数を見込んでいます。 

地域移行支援、地域定着支援については実績

が少ないため、地域移行者数等を勘案して利用

者数を見込んでいます。 

相談支援の充実を図るため、特定相談支援事

業所の増加に取り組んでいきます。また、相談支

援体制の整備、充実に努めます。 
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（５）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

計画の実績及び見込み量 

区分 単位 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

地域移行支援 
利用者数 

［人/月］ 
― ― ― 1 1 1 

地域定着支援 
利用者数 

［人/月］ 
― ― ― 1 1 1 

共同生活援助 
利用者数 

［人/月］ 
― ― ― 1 1 1 

自立生活援助 
利用者数 

［人/月］ 
― ― ― 1 1 1 

自 立 訓 練  

（生活訓練） 

利用者数 

［人/月］ 
― ― ― 1 1 1 

※利用者数［人/月］＝1 月当たりの平均サービス利用者数 

 

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

国指針に基づき、精神障害者が地域の一員と

して、安心して自分らしい暮らしをすることが

できるよう見込んでいます。 

精神障害者が退院後、地域移行支援等の障害

福祉サービスが利用できるように、基盤整備に

努めます。 

 

（６）障害児通所支援及び障害児相談支援 

 

 計画の実績及び見込み量 

区  分 単位 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

児童発達支援 

利用者数 

［人/月］ 
12 6 4 6 9 12 

人日分 131 58 21 57 86 115 

児童発達支援 

（医療型） 

利用者数 

［人/月］ 
0 0 0 1 1 1 

人日分 0 0 0 1 1 1 

放課後等 

デイサービス 

利用者数 

［人/月］ 
59 68 71 72 74 76 

人日分 981 1,014 1,043 1,105 1,135 1,166 

保育所等訪問 

支援 

利用者数 

［人/月］ 
0 1 1 2 3 4 
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人日分 0 1 1 2 3 4 

居宅訪問型 

児童発達支援 

利用者数 

［人/月］ 
0 0 1 1 1 1 

人日分 0 0 6 6 6 6 

障害児相談支援 
利用者数 

［人/月］ 
16 16 14 15 16 17 

医療的ケア児

に対する関連

分野の支援を

調整するコー

ディネーター

の配置人数 

人 0 0 0 1 1 1 

※利用者数［人/月］＝1 月当たりの平均サービス利用者数                    

※「人日分」＝「月間の利用人員」×「１人の１カ月あたりの平均利用日数」 

 

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

障害児通所支援及び障害児相談支援につい

ては児童数の推移、現在の利用者数、ニーズ、

平均的な利用量等を勘案して利用者数及び利

用量を見込んでいます。 

障害のある子どもが適切な療育や支援が

受けられるように、支援体制の整備に努めま

す。 

 

２．地域生活支援事業の見込み 
（１）相談支援事業 

 

計画の実績及び見込み量 

区  分 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

障害者相談支援事業委託箇所数 2 2 2 2 2 2 

基幹相談支援センターの設置 ― ― ― ― ― １ 

相談支援機能強化事業の実施 ― ― ― ― ― ― 

住宅入居等支援事業の実施 ― ― ― ― ― ― 

※－：実施なし                       

   

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

ライフステージを通じて切れ目のない一

貫した支援体制が重要であり、そのために

も総合的な相談支援体制を整備し充実を図

ります。 

障害のある人等が継続して地域で生活でき

るように、相談支援事業所等と町が連携し、

総合的な支援体制の充実を図るとともに、相

談支援専門員等の資質の向上に努めます。 

また、障害のある人等の生活課題の解決に

向け、障害者地域自立支援協議会の充実に努

めます。 
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（２）成年後見制度利用支援事業 

   

計画の実績及び見込み量 

区  分 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

成年後見制度利用支援事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

成年後見制度法人後見支援事業 ― ― ― ― ― ― 

○：実施あり ―：実施なし 

 

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

判断能力が不十分なために、財産の管理

や日常生活で生じる契約などの法律行為を

自分で行えない障害のある人の権利を守る

ため、成年後見制度の利用支援を行います。 

町権利擁護ネットワーク連絡会を開催し、

関係機関と連携を図り、町民の権利擁護に努

めていきます。 

また成年後見制度を周知し、判断能力が不

十分な障害のある人や認知症高齢者に対し、

制度利用の支援に努めます。 

 

 

 

（３）意思疎通支援事業 

 

計画の実績及び見込み量 

区  分 

実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

手話通訳者等派遣事業 

［実利用者数］ 
9 7 4 5 6 7 

手話通訳者設置事業 ― ○ ○ ○ ○ ○ 

 ○：実施あり ―：実施なし 

  

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

聴覚障害のある人の社会参加を支援し

ます。 

手話通訳者と要約筆記者を派遣し、聴覚に障害の

ある人のコミュニケーション手段を確保し、利便性

の向上に努めます。 
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（４）日常生活用具給付等事業 

 

計画の実績及び見込み量 

区  分 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

介護・訓練支援用具 

給 

付 

件 

数 

2 1 0 1 1 1 

自立生活支援用具 2 1 3 2 2 2 

在宅療養等支援用具 3 4 0 1 1 1 

情報・意思疎通支援用具 5 2 3 3 3 3 

排泄管理支援用具 842 847 919 950 986 1,022 

居宅生活動作補助用具 1 0 1 1 1 1 

 

 

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

近年の実績等を考慮し、見込んでいます。 最新の機器の情報収集に努め、利用者のニーズ

にあわせた対象品目の見直し等を検討します。 

 

 

 

（５）移動支援事業 

 

計画の実績及び見込み量 

区  分 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

移動支援事業 

実利用者数 25 22 25 26 27 28 

年間延利用 

時間 
1,405 851 825 927 962 998 

※委託先事業所：１９か所（2023 年１０月現在） 

 

 

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

近年の実績等を考慮し、見込んでいます。 サービス量を十分確保できるよう、圏域

内事業所との連携に努めます。 
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（６）地域活動支援センター 

 

計画の実績及び見込み量 

区  分 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

地域活動

支援 

センター 

河北郡 

市内 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

実利用者数 4 3 3 3 3 3 

河北郡 

市外 

実施箇所数 2 2 2 2 2 2 

実利用者数 1 1 1 1 1 1 

※委託先事業所：4 か所（2023 年 10 月現在） 

 

 

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

近年の実績等を考慮し、見込んでいます。 自立した暮らしや生きがいのある生活を送

ることができるよう、サービスの充実に努め

ます。 

 

 

 

（７）手話奉仕員養成研修事業 

   

計画の実績及び見込み量 

区  分 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

手話奉仕員養成研修事業 9 8 9 9 9 10 

 

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

近年の実績等を考慮し、見込んでいます。 聴覚障害に関する理解を広げ、手話ボランティ

ア育成を図ることを目的とした「手話奉仕員養成

講座」を実施します。 
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（８）その他の事業 

   

計画の実績及び見込み量 

区  分 
実績値 見込値 見込み量 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

訪問入浴サービス事業 

実利用者数 3 3 3 1 1 1 

年間延利用 
回数 233 243 138 50 50 50 

日中一時支援事業 
（日中ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

実利用者数 18 17 12 1５ 16 17 

年間延利用 
日数 200 175 187 180 191 203 

身体障害
者自動車
改造費助
成事業 

本人用 
実利用者数 

2 2 1 1 1 1 

介助用 0 2 1 1 1 1 

身体障害者自動車運転
免許取得費助成事業 

実利用者数 1 0 0 1 1 1 

視覚障害者生活訓練事業  実利用者数 1 1 2 1 1 1 

 

計画実施に関する考え方 見込み量確保のための方策 

近年の実績等を考慮し、見込んでいます。 サービス量を十分確保できるよう、圏域内

事業所との連携に努めます。 
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資料 用語の説明（章別） 

 

第３章 障害福祉サービス及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る成果目標 

 

地域生活支援拠点等 

障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、

地域移行を進めるため、５つの機能（①相談②緊急時の受け入れ・

対応③体験の機会・場④専門的人材の確保・養成⑤地域の体制づ

くり）を備える拠点等のこと。 

機能を集約し、グループホームや障害者支援等に付加した「多

機能拠点整備型」と地域における複数の機関が分担して機能を担

う体制の「面的整備型」等、地域の実情に応じた整備を行うもの。 

児童発達支援センター 

施設の有する専門機能を生かし、地域の障害児やその家族への

相談、障害児を預かる施設への援助・助言を併せて行うなど、地

域の中核的な療育施設。 

放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援、障

害児相談支援を実施している事業所。 

重症心身障害児 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童。 

医療的ケア児 

医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き

続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養など

の医療的ケアが日常的に必要な障害児。 

 

 

 

第４章 障害福祉サービス等の見込み量（活動指標） 

■訪問系サービス 

居宅介護（ホームヘルプ） 

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び

掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言の他の生活全般

にわたる援助を行うサービス。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者、重度の知的障害又は精神障害により行動

上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものに

つき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯

及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生

活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的

に行うサービス。 
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同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、

外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提

供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際

の必要な援助を行うサービス。 

行動援護 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者

等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動す

る際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時におけ

る移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等

が行動する際の必要な援助を行うサービス。 

重度障害者等包括支援 

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著

しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあ

るもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有

するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、

生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及

び共同生活援助を包括的に提供するサービス。 

 

 

■日中活動系サービス 

生活介護 

障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与する

ことができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、

創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要す

る障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼

間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び

掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要

な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供そ

の他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う

サービス。 

自立訓練（機能訓練） 

身体障害者又は難病等対象者につき、障害者支援施設若しく

は障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若し

くは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅

を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー

ション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行

うサービス。 
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自立訓練（生活訓練） 

知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施

設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援

施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害

者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立

した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及

び助言その他の必要な支援を行うサービス。 

就労選択支援 

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができる

よう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労

能力や適性等に合った選択の支援を行うサービス。 

就労移行支援 

就労を希望する６５歳未満の障害者であって、通常の事業所

に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、

職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、

その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着の

ために必要な相談その他の必要な支援を行うサービス。 

就労継続支援Ａ型 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な

支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動そ

の他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うサービス。 

就労継続支援Ｂ型 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の

事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態

その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困

難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用さ

れるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されること

が困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他

の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他

の必要な支援を行うサービス。 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で就

労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者につき、

障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企

業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必

要となる支援を行うサービス。 
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療養介護 

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の

下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する

障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間に

おいて、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、

医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行うサー

ビス。 

短期入所 

（福祉型、医療型） 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、

障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適

切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害

者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及

び食事の介護その他の必要な支援を行うサービス。 

 

■居住支援・施設系サービス 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者

で、一人暮らしを希望する者等につき、障害者の一人暮らしに

必要な理解力や生活力を補うため、一定の期間にわたり、利用

者の居宅を定期的に巡回訪問を行うとともに随時の対応を行う

サービス。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき

住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常

生活上の援助を行うサービス。 

施設入所支援 

その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、

入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言

その他の必要な日常生活上の支援を行うサービス。 

 

 

■相談支援 

計画相談支援 

障害福祉サービスの申請に係る障害者の心身の状況、そのお

かれている環境、サービスの利用に関する意向、その他の事情

を勘案し、利用するサービスの種類及び内容等を記載したサー

ビス等利用計画案・利用計画を作成するサービス。 
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地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入

院している精神障害者その他の地域における生活に移行するた

めに重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の

地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の

必要な支援を行うサービス。 

地域定着支援 

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体

制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談

その他必要な支援を行うサービス。 

 

 

■障害児支援 

児童発達支援 

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認

められる主に未就学の障害児につき、生活における基本的な動

作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練などの支援

を行うサービス。 

医療型児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集

団生活への適応訓練などの支援と治療を行うサービス。 

放課後等デイサービス 

学校教育法第１条に規定している学校（幼稚園及び大学を除

く）に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と

認められた障害児につき、授業の終了後や学校の休校日に、児

童発達支援センター等の施設に通い、生活能力向上のために必

要な訓練や、社会との交流の促進などの支援を行うサービス。 

保育所等訪問支援 

保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省

令で定めるものに通う障害児であって、当該施設において、専

門的な支援が必要と認められた障害児につき、保育所等を訪問

し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応

のための専門的な支援などを行うサービス。 

居宅訪問型児童発達支援 

 重症心身障害児などの重度の障害児であって、児童発達支援

等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難

な障害児につき、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技術の付与等の支援を行うサービス。 
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■相談支援事業 

障害者相談支援事業 

障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの

相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サー

ビスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及

びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者

等の権利擁護のために必要な援助を行う事業。 

また、相談支援事業はその性質上やこれまでの事例から、計

画相談支援等（個別給付）を行う指定特定相談支援事業所に委

託し、町と相談支援事業所が連携して実施主体となり行う体制

が望ましいとされている。 

基幹相談支援センター 

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な

役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度

利用支援事業並びに身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第９条第５項第２号及び第３号、知的障害者福祉法（昭

和３５年法律第３７号）第９条第５項第２号及び第３号並びに

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４９条第１項に基づく相談等の業務を総合的に行

うことを目的とする施設。（設置主体は市町村、町から委託を受

けた相談支援事業所） 

相談支援機能強化事業 

市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよ

う、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力

を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置すること

や、基幹相談支援センター等が地域における相談支援事業者等

に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支

援、地域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援

機能の強化を図る事業。 

住宅入居等支援事業 

賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）へ

の入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居

が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行

うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者等の地域生

活を支援する事業。 
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■成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度 

利用支援事業 

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用する

ことが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対

し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害

者の権利擁護を図ることを目的とする。 

成年後見制度の利用に要する経費(登記手数料、鑑定費用等及

び後見人等の報酬等）の全部又は一部を補助する事業。 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができ

る法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活

用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁

護を図ることを目的とする事業。 

 

 

■意志疎通支援事業 

手話通訳者等派遣事業 

聴覚などの障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障

害者等に、手話通訳者、要約筆記者の派遣を行い、意思疎通の

円滑化を図る事業。 

手話通訳者設置事業 手話通訳者を市町村窓口等に設置する事業。 

 

 

■日常生活用具給付等事業 

介護・訓練支援用具 

特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援す

る用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及

び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの。 

自立生活支援用具 

入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等

の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害

者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあ

るもの。 

在宅療養等支援用具 

電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療

養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することが

できるものであって、実用性のあるもの。 

情報・意思疎通支援用具 

点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、

意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用する

ことができるものであって、実用性のあるもの。 
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排泄管理支援用具 

ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及

び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるも

のであって、実用性のあるもの。 

居宅生活動作補助用具 
障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置

に小規模な住宅改修を伴うもの。 

 

 

 

 

■その他 

移動支援事業 

単独では外出困難な障害者（児）が、社会通念上必要不可欠

な外出及び余暇活動や社会参加のための外出をする際に、ガイ

ドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助及び外

出に伴って必要となる身の回りの介護を行うサービス。 

地域活動支援センター 

障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産

活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するサ

ービス。 

手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの

支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得し

た手話奉仕員を養成研修する事業。 

訪問入浴サービス事業 
看護師又は准看護師若しくは介護職員が、身体障害者の居宅

を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護サービス。 

日中一時支援事業 
（日中ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空

き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社

会に適応するための日常的な訓練その他市町村が認めた支援を

行うサービス。 

身体障害者自動車改造費 
助成事業 

自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業。 

身体障害者自動車運転 
免許取得費助成事業 

自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成する事業。 

視覚障害者 
生活訓練事業 

視覚障害者に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行う

サービス。 
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